
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 パソコンの耐用年数 

Ｑ：当社は、６月決算の法人です。２年前

にパソコンの耐用年数が短縮されたと聞いて 

いましたが、変更はせず、従来の耐用年数を 

採用していました。前年度まで６年で償却して

いたパソコンを今年の６月期の決算から、短 

縮された新しい耐用年数で、償却することは

できますか？ 

  

Ａ：これまで６年で償却していた既存のパ

ソコンなどにも、短縮した耐用年数を適用す 

ることができます。       

【解説】  

 ２年前の改正で、パソコンの耐用年数が次 

のように短縮されました。 

○電子計算機 パーソナルコンピュータ 

（サーバー用のものを除く） ６年→４年 

○電子計算機（その他のもの）６年→５年 

 いわゆるパソコンであっても、ネットワー 

クの「サーバー」の用途に用いられているも 

のは５年となります。 

 また、パソコンとともに使用するものであ 

っても、プリンターは５年、ＬＡＮ設備に必 

要なルーターやハブは１０年の耐用年数とさ 

れています。 

  新規購入分だけでなく、過年度に購入して 

６年で償却中のものについても、短縮された 

耐用年数を適用することができます。 

 なお、ＬＡＮ設備に利用している機器の全 

体を一つの資産とみなして償却できるという 

規定は廃止されましたので、ＬＡＮ設備を１ 

つの資産とみなして４年で償却することはで 

きませんのでご注意下さい。 
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